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研究要旨  
過年度に、平成 30 年度および令和元年度の５つの災害で活動した DPAT 隊員に対し、受け入れ自治

体・組織との連携に関する課題について調査を行い、超急性期における「（自治体の）本部立ち上げ」、急

性期における「情報伝達」、「指揮命令系統」等、自治体の本部機能に関わる課題が多く挙げられた。また、

DPAT 活動の終結の判断については、「相談・支援ニーズ」と「被災地域の精神科医療機関の機能回復」

が挙げられた。DPAT 活動後のフォローアップ体制としては「アウトリーチ活動」と「メンタルチェッ

ク」が望まれた。これらの結果から、DPAT と自治体の連携をスムーズにするためには、超急性期～急性

期に関しては、自治体が DPAT を受け入れるための本部機能の確立に主眼を置いたマニュアルの作成、

移行期以降に関しては、地域ごとに DPAT 等活動支援団体撤収後の体制をどのように構築するのかを示

すロードマップをあらかじめ作成する必要性が示唆された。 
今年度は上記の結果を踏まえ、災害後の自治体における中長期の精神保健医療福祉体制ガイドライン

における DPAT 活動についての作成を行うとともに、災害ステージ別の各チームの具体的対応として準

備期・立ち上げ期・活動期・移行期について求められる DPAT の活動内容について作成した。また、作

成したマニュアル案について、都道府県職員へのヒアリングを実施し、研究班全体で共有を行った。 

A. 研究目的 
2013 年に、災害急性期からの精神科医療ニーズ

に組織的に対応するために設立された災害派遣精

神医療チーム（DPAT）は、ほぼ全国の都道府県で

組織され、災害時の精神科医療体制は定着しつつ

ある。一方で、被災地域自治体の DPAT 活動への

理解度は未だ十分ではなく、DPAT にどのような

役割を求めるか、どのような体制で受け入れを行

うかといった方針や体制については未整備である。

大規模災害時の支援と受援、ニーズとのミスマッ

チや自治体の調整機能の混乱は、2011 年の東日本

大震災の支援活動以降問題となっており、災害支

援活動における自治体の体制の整備は急務と思わ

れる。さらに、DPAT 活動終了後、中長期のここ

ろのケアに関わる地域精神保健福祉への移行時期

や移行体制についても十分に確立されていない。 
過年度では、本研究において、DPAT 隊員への

全国調査を行い、災害時の急性期以降の精神医療

から精神保健への移行における支援側、自治体側

の課題を明らかにし、移行を円滑に行うためのプ

ロセス、DPAT 活動終了後の精神保健体制に関す

る技術開発を行うことを目的とした。 
今年度は、調査結果を基礎資料として、被災地

における関連自治体の精神保健福祉担当者が、災

害後急性期から中長期、復興期に至るまでに行う

べき活動を参照して実践し、もって被災者に円滑

な災害精神保健福祉支援を可能とすることを目的

に、災害後の自治体における中長期の精神保健医



 

療福祉体制ガイドラインにおける DPAT 活動につ

いての作成を行うとともに、災害ステージ別の各

チームの具体的対応として準備期・立ち上げ期・

活動期・移行期とそれぞれの時期に求められる

DPAT の活動内容について検討することを目的と

した。 
 
B. 研究方法 
過年度に行った、平成 30 年度および令和元年度

の５つの災害で活動した DPAT 隊員に対する、受

け入れ自治体・組織との連携に関する課題の調査

結果を基礎資料として、災害後の自治体における

中長期の精神保健医療福祉体制ガイドラインを研

究班全体で作成した。 
作成したマニュアル案について、活動される

方々が現場でより使いやすくなることを目的に、

今までの災害で精神保健医療福祉活動に関与され

た都道府県職員へのヒアリングを実施した。 
調査期間は令和 2 年 12 月 18 日から令和 3 年 1

月 15 日までであった。 
当該職員の現場での経験や知識をもとに、文面

の校閲、修正、意見をいただくこととした。 
 
C. 研究結果 
マニュアル案を他分担班と共同で作成した。 

 マニュアル案に対してのヒアリングを 4 名に対

して行い、以下の回答をいただいた。 
 
・［保健師活動」は、自治体によって事情が異なり、

県保健師と市町村保健師とでは、機能が違うこと

から、「市町村を中心とした」との修飾語が必要で

はないか。 
・近年の実災害からの教訓として、自治体担当者

に求められる重要事項の１つとして、「災害支援の

スイッチを入れること」が挙げられるため、当該

箇所を強調して欲しい。 
 以上を研究班全体に共有した。 
 

D. 考察 
災害後のフェーズにより、地域の精神保健医療

福祉ニーズは変化するが、これまで、各々の医療

チームや自治体が各々の支援活動をしており、支

援内容を共有できるマニュアルが存在しなかった。 

今回このマニュアル案を作成し、さらに今まで

の災害で精神保健医療福祉活動に関与された都道

府県職員へのヒアリングを行い、その意見を取り

入れたことで、より実践的なマニュアルが出来上

がった。 

 今後はこのマニュアルを実災害や政府主催の大

規模地震時医療活動訓練等で実際に用いていくこ

とで、更なるブラッシュアップをしていく必要が

あると考える。 

 
E. 結論 
災害後の自治体における中長期の精神保健医療

福祉体制ガイドラインの作成を行った。また、作

成したマニュアル案について、都道府県職員への

ヒアリングを実施し、研究班全体で共有しマニュ

アル案の修正を行った。 
 
F. 健康危険情報 
なし 

 

G. 研究発表 
1. 論文発表 
2. 学会発表 
１）五明佐也香：これまでの DPAT 活動と支援側

からみた課題.第 79 回日本公衆衛生学会総会、令

和 2年 10月 22日 

 

H. 知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 
1. 特許取得 
2. 実用新案登録 
3. その他 


